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「高等教育行政対策委員会」 

 

１．委員 

中山洋子（委員長 福島県立医科大学）、佐藤禮子（兵庫医療大学） 

  高橋眞理（北里大学）、野嶋佐由美（高知女子大学） 

  正木治恵（千葉大学）、南 裕子（近大姫路大学） 

 

２．趣旨 

看護学の高等教育に関する国内外の重要な情報を収集するとともに、会員校の共通な課

題について検討し、その結果を会員校に伝える。必要に応じて会員校の看護学教育、研究

等の円滑な運営に反映できるよう関係機関、団体や行政機関等に迅速に働きかけていく。 

 

３．活動経過 

 平成 22 年度の活動計画として次の 3 点を立てた。①文部科学省、厚生労働省の看護関連

の検討会からの報告や社会情勢の動きを迅速に捉え、日本看護系大学協議会としての見解

や方向性について話し合い、その結果を会員に報告しながら検討を重ねていく。とくに今

年度は、保助看法等の改正に伴う教育課程の変更が予定されているので、その対応策を検

討する。②文部科学省から委託された先導的大学改革推進委託研究事業「看護系大学にお

けるモデル・コア・カリキュラム導入に関する調査研究」を実施し、看護学教育の基盤と

なるカリキュラムについて共通の認識を持つことができるような方策を検討する。③高度

実践看護師制度推進委員会と連携を図りながら、看護系大学院教育についての検討を開始

する。 

 本年度は、①については役員会、高度実践看護師制度推進委員会と連携を図りながら活

動した。②については、高等行政対策委員会の下に「モデル・コア・カリキュラム導入検

討調査班」（以下、文科省委託研究事業班）を設け、さらに協力会員校と研究事業を展開し

た。また、③については、高度実践看護師制度推進委員会からの報告となる。ここでは、

主として①②についての報告をしたい。 

１）保健師教育および助産師教育について 

 ○厚生労働省では「看護教育の内容と方法に関する検討会」の下に保健師教育ワーキン

ググループと助産師教育ワーキンググループが編成され検討を開始していた。高等行政

対策委員会では検討会の動きを見ながら、2010 年 8 月に「保健師教育および助産師教育

における履修単位について（要望）」の案を作成して検討し、2010 年 9 月 9 日に、要望

書を厚生労働省医政局長（資料 1）と文部科学省高等教育局長（資料 2）に提出した。

この要望書では、保健師教育課程、助産師教育課程ともに履修単位を 26 単位以下にす

ることに焦点を当てた。会員校の代表者には「保健師教育課程および助産師教育課程に

ついて要望書提出の報告とお願い」（資料 3）を配信した。 

 ○2010 年 10 月 4 日の厚生労働省の「看護教育の内容と方法に関する検討会」において

保健師、助産師ともに教育課程は 28 単位という案が決定した。これを受けて委員会で
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は、10 月 4 日に文部科学省高等教育局医学教育課の課長、看護教育専門官、看護教育係

長との話し合いをもち、保健師教育、助産師教育については、決定していく過程におい

て教育を行う側である日本看護系大学協議会との十分な話し合いがなされていなかっ

たことに対しての問題を提起した。これらを意見書としてまとめ、文部科学省高等教育

局長、厚生労働省医政局長に提出した（資料 3、資料 4）。 

 ○委員会としては 2010 年 10 月 7 日に開催される「大学における看護系人材養成の在り

方に関する検討会」に向けて、保健師教育、助産師教育における履修単位についての会

員校の意見聴取を行った。 

 

２）「学士課程においてコアとなる看護実践能力を基盤とする教育」について 

○高等行政対策委員会と文科省委託研究事業班と合同で、「学士課程におけるコアとな

る看護実践能力を基盤とする教育」を提案した。「学士課程においてコアとなる看護実

践能力を基盤とする教育」(資料 1)は、“コアとなる看護実践能力”“卒業時到達目標”

“教育内容”“学習成果”を内包している。 

 ○「学士課程におけるコアとなる看護実践能力を基盤とする教育」は日本看護系大学の

会員校の協力を得て、2 回にわたるフォーカスグループ法による検討、調査表を用いた

4 回の調査、看護管理者からのヒアリング、さらに「大学における看護系人材養成の在

り方に関する検討会」委員会からの 3 度にわたる意見を頂いた上で完成させたものであ

る。 

 ○「学士課程においてコアとなる看護実践能力を基盤とする教育」の「20 コアとなる看

護実践能力」及び「55 の卒業時到達目標」がカリキュラムを構築する際の参照基準とし

ての妥当性を検証するために、本研究プロジェクトへの協力校を対象として調査を行っ

た。すなわち、55 の卒業時の到達目標について講義・演習・実習で教授しているかどう

か、シラバスの目標に記載しているか、授業の単元で明示しているかどうかの質問に対

して、多少の強弱はありながらも、55 の卒業時の到達目標については教授しているとの

意見であった。さらに、20 のコアとなる看護実践能力の育成についても、各大学が教授

しているとの自己評価であった。以上のことからして、「20 コアとなる看護実践能力」

「56 の卒業時到達目標」が看護教育カリキュラムを構築していく際の参照基準として有

効であることが判明した。さらに、このことをもって、認証評価の基準としても有効で

あることを示唆している。 

 ○高等行政対策委員会と文科省委託研究班は、「コンピテンス中心とする教育」「統合教

育」について検討するために、オレゴンヘルス大学の Tanner 博士を招聘し、[コンピテ

ンシーに基づく統合カリキュラムの開発]講演会の開催と意見交換を行った。また、オ

スキーを取り入れている札幌市大学と京都府立大学との意見交換を行い、コアとなる看

護実践能力を育成する演習の在り方を検討した。 

○上記の意見交換会及び講演を参考として、日本看護系大学における 20 のコア看護実践能

力を育成する演習の実態と統合教育における演習のあり方を検討した。結果として、コ

アとなる看護実践能力と卒業時到達目標を育成するために、意図的な統合的な演習を企
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画していくことが重要であるとの結論に至った。このように、講義および演習に関して

は各大学が知識や経験に基づいて統合的な教育方法を活用していることが判明したが、

今年度は実習に関しては検討する時間的な余裕がなく、今後の課題として残された。 

○今後の課題として、多くの参加校からは、教員のパラダイム転換、教員の共通認識の

構築と協力体制、領域意識からの脱却、カリキュラム構築に向けてのパワフルなリーダ

ーシップなどが指摘された。これらを克服するためにも、教育環境の改善、教員のマン

パワーの強化とＦＤによる教育力の向上がもとめられるとの強い意見が聞かれた。尚、

総会の時に報告書を配布する計画である。 

 

３）特定看護師（仮称）問題について 

 ○2010 年 10 月 25 日に 厚生労働省看護課からの呼びかけで特定看護師（仮称）問題に

ついて、日本看護系学会協議会と日本看護系大学協議会と合同で意見交換を行った。 

 ○2010 年 11 月 19 日に高等教育行政対策委員会を開催（9:30～12:00 神田事務所）し、

特定看護師（仮称）問題についての経過報告を高度実践看護師制度委員会の委員長であ

る田村やよひ理事から受け、意見交換を行った。 

 ○2010 年 12 月 1 日に「特定看護師（仮称）の教育に対する意見」を高度実践看護師制

度委員会、高等教育行政対策委員会、役員会合同で作成し、文部科学省高等教育局医学

教育課長、厚生労働省看護課長およびチーム医療推進のための看護業務検討 WG 座長に

郵送するとともに、会員校に配信し、ホームページにて公開した。 

 

４．今後の課題 

 高等教育行政対策委員会は、平成 22 年度は、3 回にわたって保健師教育、助産師教育に

関して厚生労働省医政局、文部科学省高等教育局に要望書や意見書を提出した。2 年間に

わたる委託研究事業は「学士課程においてコアとなる看護実践能力を基盤とする教育」と

して提案し、これを受けて各大学は保健師教育、助産師教育の変更と併せて、カリキュラ

ムの見直しを開始している。現在、進行している特定看護師（仮称）問題では、チーム医

療ということもあって各職能団体等からのそれぞれの見解や主張があり、看護専門職とし

ての立場を明確にしていく必要に迫られている。こうしたことから本委員会は迅速にかつ

効果的に政策提言をしていくことが求められている。 

また、本協議会の法人化に伴い、平成 23 年度からは、高等教育行政委員会の構成メン

バーを変え、大学の設置主体による問題も取り上げながら活動していくことになる。各大

学の独自性を尊重しながら意見集約をしていくことは容易ではないが、日本看護系大学協

議会としての社会的な役割をどのように果たしていくことができるのか、その具対的な方

策が課題になっている。 

 

５．資料 

 資料 1．保健師教育および助産師教育における履修単位について（要望）：文部科学省高等教育局長 

 資料 2．保健師教育および助産師教育における履修単位について（要望）：厚生労働省医政局長 
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 資料 3．保健師教育課程および助産師教育課程について 要望書提出の報告とお願い 

 資料 4．保健師教育および助産師教育について（意見書）：文部科学省高等教育局長 

 資料 5．保健師教育および助産師教育について（意見書）：厚生労働省医政局長 

 資料 6．特定看護師（仮称）の教育に関する意見 

資料 7．学士課程においてコアとなる看護実践能力と卒業時到達目標 
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平成22年9月9日 

文部科学省高等教育局 

 局長  磯 田 文 雄 殿 
 

一般社団法人 日本看護系大学協議会       
役員会（理事・監事）    
高等教育行政対策委員会   
 代表  中 山 洋 子  

 

   保健師教育および助産師教育における履修単位について（要望） 

 

 日本看護系大学協議会は、2009年7月の保健師助産師看護師法等の改正によって、保健師

および助産師の養成課程の年限が1年以上になったことや、2009年8月の文部科学省「大学

における看護系人材養成の在り方に関する検討会」の第一次報告書で、これまで大学の看護

学教育においては必須であった保健師の国家試験受験資格を得るための「保健師教育」の選

択制を可能にしたことを受けて、大学における看護学教育のあり方と看護専門職としての免

許資格の問題について検討を重ねてきております。とくに、今年度は先駆的大学改革推進受

託事業「看護系大学におけるモデル・コア・カリキュラム導入に関する調査研究」を受けて、

看護学士課程教育の基盤となるカリキュラムの作成に取り組み、看護系大学としての質の確

保と各大学の独自性が両立し、なおかつ、社会のニーズに応えることができるような看護学

基礎教育の枠組みづくりに努力をしています。 

日本看護系大学協議会としては、看護師・保健師・助産師という看護専門職の共通基盤と

なる看護学を統合して教育するという看護学士課程教育の特徴を活かして、今後も幅広い視

野や考え方、応用力を習得し、看護専門職としてのキャリアを積み重ねていくことができる

ような人材の育成を目指していきたいと考えております。そのためには、各大学の教育理念

と方針に基づき、学部ならびに大学院において看護専門職の資格取得のための教育が行える

ように、以下の事項について善処していただきたくお願い申し上げます。 

 

記 

要望事項 

保健師および助産師の国家試験受験資格を得るために必要な履修単位の上限を 26 単位と

すること 

 

＜理 由＞ 

１．これまで看護系大学では、看護師、保健師、助産師の国家試験受験資格を得るための教

育を統合して行うことで教育効果を上げてきた。すなわち、学生のキャリアパスが拡がり、

卒業後の可能性を拓きながら看護職としてのキャリアを継続してきていることは、卒業生

の動向からも明らかになっている。 
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２．看護系大学は、これまで看護専門職の育成のための教育を統合的に行ってきた実績から、

大学ならびに大学院では、保健師、助産師の資格取得のための教育をより効率的・効果的

に展開する方法を既に開発している。 

３．保健師教育、助産師教育の内容の充実が必要となっているが、教育方法を開発・改善す

れば履修単位数の上限を26単位としても、現在求められる教育内容を確保できること、ま

た、実践現場において求められる能力の育成については、卒後研修等も合わせて検討され

るべきで、基礎教育における実習時間等の大幅な増加は、臨地実習の場の確保と教育体制

に与える影響が大きく、教育の混乱を招く危険を孕んでいると考える。  

  

以上    

 

一般社団法人 日本看護系大学協議会 

 

 代表理事・高等教育行政対策委員会委員長  中山洋子（福島県立医科大学看護学部） 

 理事・高等教育行政対策委員会副委員長   野嶋佐由美（高知女子大学看護学部） 

 理事・高等教育行政対策委員会委員     高橋真理（北里大学看護学部） 

理事・高等教育行政対策委員会委員     正木治恵（千葉大学大学院看護学研究科） 

理事                   小泉美佐子（群馬大学医学部保健学科） 

理事                   田村やよひ（国立看護大学校看護学部） 

理事                   片田範子（兵庫県立大学看護学部） 

理事                   リボウィッツよし子（青森県立保健大学健康科学部） 

理事                   太田喜久子（慶應義塾大学看護医療学部） 

監事                   小島操子（聖隷クリストファー大学看護学部） 

監事                     濱田悦子（日本赤十字看護大学看護学部） 

 高等教育行政対策委員会委員          南 裕子（近大姫路大学看護学部） 

 高等教育行政対策委員会委員          佐藤禮子（兵庫医療大学看護学部） 
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平成22年9月9日 

厚生労働省 

 医政局長  大 谷 泰 夫 殿 
 

一般社団法人 日本看護系大学協議会       
 役員会（理事・監事）    
 高等教育行政対策委員会   

代表  中 山 洋 子  
  

    保健師教育および助産師教育における履修単位について（要望） 

 

 日本看護系大学協議会は、2009年7月の保健師助産師看護師法等の改正によって、保健師

および助産師の養成課程の年限が1年以上になったことや、2009年8月の文部科学省「大学

における看護系人材養成の在り方に関する検討会」の第一次報告書で、これまで大学の看護

学教育においては必須であった保健師の国家試験受験資格を得るための「保健師教育」の選

択制を可能にしたことを受けて、大学における看護学教育のあり方と看護専門職としての免

許資格の問題について検討を重ねてきております。とくに、今年度は看護学士課程のおける

教育内容と卒業時の到達目標について検討し、看護系大学としての質の確保と各大学の独自

性が両立し、なおかつ、社会のニーズに応えることができるような看護学基礎教育の枠組み

づくりに努力をしています。 

 これまで日本看護系大学では、学士課程において看護師・保健師・助産師の国家試験受験

資格を得るための教育を統合して行うことを特徴とし、教育効果を上げてきています。すな

わち看護系大学で学ぶことによって学生のキャリアパスが拡がり、卒業後の可能性を拓きな

がら看護職としてのキャリアを継続してきていることは、卒業生の動向からも明らかになっ

ています。また、看護系大学は、看護専門職の育成のための教育を統合的に行ってきた実績

から、大学ならびに大学院で、保健師、助産師の資格取得のための教育をより効率的・効果

的に展開する方法を既に開発してきています。 

 現在、厚生労働省におきましては、「看護教育の内容と方法に関する検討会」が開催され、

保健師教育および助産師教育の内容と教育時間（履修単位）が検討されてきておりますが、

日本看護系大学協議会としては、各大学の教育理念と方針に基づき、学部ならびに大学院に

おいて看護専門職の資格取得のための教育を可能にするために、保健師および助産師の国家

試験受験資格を得るために必要な履修単位の上限を26単位とすることを要望いたします。 

教育方法の開発・改善を図ることができれば、現在、教育内容の充実が求められている保

健師教育、助産師教育については、26単位を上限としても内容の確保はできると考えます。

また、現場において求められる実践能力の育成については、卒後研修等も合わせて検討され

るべきで、基礎教育における実習時間等の大幅な増加は、臨地実習の場の確保と教育体制に

与える影響が大きく、教育の混乱を招く危険を孕んでいると考えます。 

 

以上 
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一般社団法人 日本看護系大学協議会 

 

 代表理事・高等教育行政対策委員会委員長  中山洋子（福島県立医科大学看護学部） 

 理事・高等教育行政対策委員会副委員長   野嶋佐由美（高知女子大学看護学部） 

 理事・高等教育行政対策委員会委員     高橋真理（北里大学看護学部） 

理事・高等教育行政対策委員会委員     正木治恵（千葉大学大学院看護学研究科） 

理事                   小泉美佐子（群馬大学医学部保健学科） 

理事                   田村やよひ（国立看護大学校看護学部） 

理事                   片田範子（兵庫県立大学看護学部） 

理事                   リボウィッツよし子（青森県立保健大学健康科学部） 

理事                   太田喜久子（慶應義塾大学看護医療学部） 

監事                   小島操子（聖隷クリストファー大学看護学部） 

監事                     濱田悦子（日本赤十字看護大学看護学部） 

 高等教育行政対策委員会委員          南 裕子（近大姫路大学看護学部） 

 高等教育行政対策委員会委員          佐藤禮子（兵庫医療大学看護学部） 
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2010年9月27日 

 

日本看護系大学協議会会員校の代表者様 

 

一般社団法人日本看護系大学協議会       

 会長（代表理事）  中 山 洋 子  

 

保健師教育課程および助産師教育課程について 
要望書提出の報告とお願い 

 

 暑かった長い夏が終わり、授業や試験も開始されている大学も多いかと思います。 

 さて、厚生労働省におきましては、平成21年7月の保健師助産師看護師法等の改正を踏まえて、「看

護教育の内容と方法に関する検討会」を開催し、看護師教育、保健師教育、助産師教育の教育内容に

ついての検討を重ねてきております。とくに、保健師教育課程、助産師教育課程につきましては、教

育内容の見直しを行い指定規則の改定を視野に入れた検討をしてきております。 

 一方、文部科学省の「大学における看護系人材養成の在り方に関する検討会」では、今年度は看護

学士課程におけるカリキュラムについての検討を、委託研究事業の成果を基に検討するとともに、大

学院における高度実践能力を持つ看護専門職養成の問題についても検討してまいりました。 

 こうした情勢の中で、保健師教育課程と助産師教育課程の問題が大詰めを迎え、日本看護系大学協

議会の役員会と高等教育行政対策委員会とでは、別紙のような要望書を2010年9月9日に厚生労働省

医政局長と文部科学省高等教育局長に提出いたしました。 

 各大学では、大学の教育理念と教育方針に基づいてカリキュラムを構築し、看護学教育を行ってい

ることから、保健師教育、助産師教育の考え方は多様化しております。日本看護系大学協議会の役員

会と高等教育行政対策委員会では、学部でも大学院でも各大学が個別性のある教育が展開できるよう

にと考え、最低基準を定める指定規則はできるだけ単位数を抑え、26単位以内を要望いたしました。 

 今回の要望書では、厚生労働省から保健師教育課程、助産師教育課程の教育内容が示されておりま

せんので、単位数のことだけになっていますが、2010 年 10 月 4 日に開催されます厚生労働省の「看

護教育の内容と方法に関する検討会」では、教育内容と単位数が示され、指定規則の改正へと向かっ

ていきます。これを受けて、文部科学省の「大学における看護系人材養成の在り方に関する検討会」

が10月7日に開催され、看護学士課程教育、大学院修士課程教育の中で保健師教育、助産師教育をど

のようにするのかの方向性を議論することになると思います。 

 日本看護系大学協議会の役員会および高等教育行政対策委員会としましては、10月4日の厚生労働

省の「看護教育の内容と方法に関する検討会」を受けて緊急に見解を発信する必要性が生じるとも考

えています。その折りには、会員校の代表者（社員）の皆様方のご意見や要望をお聞きしたいと思っ

ておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。各大学における看護学教育の自主・

自律を最大限に発揮できるように努力していきたいと思っております。今後ともどうぞよろしくお願

いいたします。 
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平成 22 年 10 月 6 日 

文部科学省高等教育局 

 局長 磯 田 文 雄 殿 
 

一般社団法人 日本看護系大学協議会       
 役員会（理事・監事）    
 高等教育行政対策委員会   

  

保健師及び助産師教育について（意見書） 

 

 「大学における看護系人材養成の在り方に関する検討会（第12回）」に向けて、下記の事

項について意見を提出いたします。 

 

１．厚生労働省「看護教育の内容と方法に関する検討会」における決定プロセスについて 

平成22年10月4日に厚生労働省にて開催された「第６回看護教育の内容と方法に関する

検討会」では、保健師教育と助産師教育について審議されました。そのなかで、「卒業時の

到達目標と到達度（案）」と「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」の別表１、別表２

の改正案が出されました。日本看護系大学協議会においては、平成22年9月9日に厚生労働

省と文部科学省に対して大学教育の観点から、教育内容の単位数の上限を26単位にすること

を要望してきましたが、検討会席上では保健師教育、助産師教育とも28単位と決定されまし

た。特に保健師教育においてはワーキンググループ案として提示された 26 単位あるいは 27

単位の案が尊重されず、助産師教育と同じ28単位に揃えることとされるなど、教育内容を踏

まえた議論でなかったことは大変遺憾なことです。日本看護系大学協議会としては、教育内

容に関することの決定のプロセスに教育を担う看護系大学の意向を反映していただくことを

強く要望いたします。また、保健師教育の教育内容においては「地域看護学」から「公衆衛

生看護学」へ変更されています。これは、看護学の学問体系に関わる重要なことですが、看

護系大学や関連学会と協議することなく決定されたことも大きな問題です。 

以上、今回の決定のプロセスは拙速で、日本看護系大学協議会として納得することはでき

ません。再考すべきと考えます。 

 

２．学士課程における保健師及び助産師教育の在り方について 

 看護系大学においては、看護師・保健師・助産師の共通基盤となる看護学を統合して教育

することで、視野の広い有能な看護師、保健師、助産師を育成してきました。その中で、効

率的・効果的に教育を展開する方法で成果を出してきました。今後とも、複数の教育内容を

併せて教授することが教育上適切と認められる場合は、柔軟に統合的な教育課程を編成して

いくことが、看護学士課程においては必要であると考えます。また、現場に求められる実践

能力の育成については、卒後研修と合わせて検討されるべきで、基礎教育に求める教育内容

および教育時間数の増加には慎重な検討が必要です。 
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３．大学院修士課程における保健師及び助産師教育の在り方について 

保健師教育及び助産師教育は、本来、基礎教育としての学士課程に位置付けられるもので

あり、教育・研究者や高度専門職者の養成に重点をおく大学院教育とは一線を画すものであ

ります。このため大学院において、保健師・助産師教育を行う場合は、その教育の単位数は

大学院教育に求められる単位数に附加する教育として位置付けるべきであると考えます。 

 

 

一般社団法人 日本看護系大学協議会 

 

 代表理事・高等教育行政対策委員会委員長  中山洋子（福島県立医科大学看護学教授） 

 理事・高等教育行政対策委員会副委員長   野嶋佐由美（高知女子大学看護学部長） 

 理事・高等教育行政対策委員会委員     高橋真理（北里大学看護学部長） 

理事・高等教育行政対策委員会委員     正木治恵（千葉大学看護学部長） 

理事                   小泉美佐子（群馬大学医学部保健学科教授） 

理事                   田村やよひ（国立看護大学校長） 

理事                   片田範子（兵庫県立大学看護学部長） 

理事                  リボウィッツよし子（青森県立保健大学学長） 

理事                   太田喜久子（慶應義塾大学看護医療学部長） 

監事                   小島操子（聖隷クリストファー大学学長） 

監事                     濱田悦子（日本赤十字大学学長） 

 高等教育行政対策委員会委員          南 裕子（近大姫路大学学長） 

 高等教育行政対策委員会委員          佐藤禮子（兵庫医療大学副学長） 
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平成 22 年 10 月 7 日 

厚生労働省医政局 

 局長 大 谷 泰 夫 殿 
 

一般社団法人 日本看護系大学協議会       
 役員会（理事・監事）    
 高等教育行政対策委員会   

  

保健師及び助産師教育について（意見書） 

 

「看護教育の内容と方法に関する検討会」に向けて、下記の事項について意見を提出いた

します。 

 

１．「看護教育の内容と方法に関する検討会」における決定プロセスについて 

平成22年10月4日に厚生労働省にて開催された「第６回看護教育の内容と方法に関する

検討会」では、保健師教育と助産師教育について審議されました。そのなかで、「卒業時の

到達目標と到達度（案）」と「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」の別表１、別表２

の改正案が出されました。日本看護系大学協議会においては、平成22年9月9日に厚生労働

省と文部科学省に対して大学教育の観点から、教育内容の単位数の上限を26単位にすること

を要望してきましたが、検討会席上では保健師教育、助産師教育とも28単位と決定されまし

た。特に保健師教育においてはワーキンググループ案として提示された 26 単位あるいは 27

単位の案が尊重されず、助産師教育と同じ28単位に揃えることとされるなど、今回の決定の

プロセスは拙速で教育内容を踏まえた議論でなかったことは大変遺憾なことです。日本看護

系大学協議会としては、教育内容に関することの決定のプロセスに教育を担う看護系大学の

意向を反映していただくことを強く要望いたします。また、保健師教育の教育内容において

は「地域看護学」から「公衆衛生看護学」へ変更されています。これは、看護学の学問体系

に関わる重要なことですが、看護系大学や関連学会と協議することなく決定されたことも大

きな問題です。 

 

２．学士課程における保健師及び助産師教育の在り方について 

 看護系大学においては、看護師・保健師・助産師の共通基盤となる看護学を統合して教育

することで、視野の広い有能な看護師、保健師、助産師を育成してきました。その中で、効

率的・効果的に教育を展開する方法で成果を出してきました。今後とも、複数の教育内容を

併せて教授することが教育上適切と認められる場合は、柔軟に統合的な教育課程を編成して

いくことが、看護学士課程においては必要であると考えます。また、現場に求められる実践

能力の育成については、卒後研修と合わせて検討されるべきで、基礎教育に求める教育内容

および教育時間数の増加には慎重な検討が必要です。 
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一般社団法人 日本看護系大学協議会 

 

 代表理事・高等教育行政対策委員会委員長  中山洋子（福島県立医科大学看護学教授） 

 理事・高等教育行政対策委員会副委員長   野嶋佐由美（高知女子大学看護学部長） 

 理事・高等教育行政対策委員会委員     高橋真理（北里大学看護学部長） 

理事・高等教育行政対策委員会委員     正木治恵（千葉大学看護学部長） 

理事                   小泉美佐子（群馬大学医学部保健学科教授） 

理事                   田村やよひ（国立看護大学校長） 

理事                   片田範子（兵庫県立大学看護学部長） 

理事                  リボウィッツよし子（青森県立保健大学学長） 

理事                   太田喜久子（慶應義塾大学看護医療学部長） 

監事                   小島操子（聖隷クリストファー大学学長） 

監事                     濱田悦子（日本赤十字大学学長） 

 高等教育行政対策委員会委員          南 裕子（近大姫路大学学長） 

 高等教育行政対策委員会委員          佐藤禮子（兵庫医療大学副学長） 
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 平成 22年 12月１日 

 
 

特定看護師（仮称）の教育に関する意見 

                              

                         一般社団法人日本看護系大学協議会  
                             代表理事  中 山 洋 子 
 
チーム医療推進会議およびそのもとに設置されているチーム医療推進のための看護業務検討WG、

チーム医療推進方策検討 WG では、現在、特定看護師（仮称）に関する議論が盛んに行われている。

本年 3月のチーム医療の推進に関する検討会報告書においては、特定看護師（仮称）の専門的実践能

力確認の要件として、特定看護師（仮称）養成を目的とした第三者機関認定の大学院修士課程を修了

していることが示されている。このことから、128 の看護系大学院修士課程を擁する日本看護系大学

協議会では、大きな期待をもってこのチーム医療推進会議とWGの議論を見守るとともに、特定看護

師（仮称）養成試行事業にも数多くの大学院が参加しているところである。 
 今日の高度医療の進展や疾病構造の変化、高齢社会の進展等を踏まえると、看護の役割拡大は当然

に必要なことである１）。そうした社会からの期待に応えるべく、日本看護系大学協議会ではこれまで、

世界的な看護学教育の動向も踏まえて、高度実践看護師の教育について検討を重ね、その成果を公表

してきた。世界標準でいう高度実践看護師は、拡大された看護の役割を通じて、キュアとケアとを統

合し患者のクオリティ・ライフ（生命と生活の質）を向上させるよう働きかけることができる専門職

者である。この視点から現在の特定看護師（仮称）の議論を検討すると、高度な看護実践というより

もこれまで看護師が担うことができなかった個別の医行為の実施者としての役割に焦点化されており、

アメリカにおけるPA（physician assistant）に類似しているように見える。これは、高度専門職業人の

育成を目指す看護系大学院の教育とは趣旨が異なっているのではないかと懸念している。 
日本看護系大学協議会では、看護の質の向上とチーム医療の推進に資することを中核的能力として

これまで教育してきた専門看護師の機能のなかに、従来は認められなかったキュアの機能を統合する

ことによって、看護が『チーム医療』のなかで国民のニーズをさらによく満たすことができると考え

ており、現在、そのための大学院修士課程における教育内容を検討中である。今後も専門看護師教育

の推進・強化を図り、本来の意味での高度実践看護師の育成を進める所存である。 
 看護学は学問としての歴史は医学よりも浅いが、医学とは異なる学問体系として発展してきたもの

である。特定看護師（仮称）の教育の検討に当たっては、看護学の学問体系との整合性に十分な配慮

をし、世界的に認められる水準を確保して頂きたいと強く要望するものである。 
 

注１） 日本学術会議 健康･生活科学委員会 看護学分科会 (2008), 提言 看護職の役割拡大が

安全と安心の医療を支える. 
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行
動
を

と
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

□
人
間
の
捉
え
方

 

□
健
康
の
捉
え
方

 

□
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
と
健
康

 

□
社
会
と
健
康

 

□
文
化
と
健
康

 

□
基
本
的
人
権
の
尊
重

 

□
看
護
実
践
に
関
わ
る
倫
理
の
原
則

 

□
患
者
の
権
利

 

□
権
利
擁
護

 

□
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
へ
の
配
慮

 

□
個
人
情
報
の
保
護

 

□
看
護
職
の
倫
理
規
定

 

□
守
秘
義
務

 

□
看
護
の
視
点
か
ら
人
間
に
つ
い
て
総
合
的
に
捉
え
説
明
で
き
る
。

 

□
人
間
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
と
発
達
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
健
康
・
不
健
康
の
連
続
性
を
踏
ま
え
て
、
健
康
を
総
合
的
に
捉
え
説
明
で
き
る
。

 

□
社
会
と
健
康
、
文
化
と
健
康
の
関
連
を
踏
ま
え
て
、
健
康
を
総
合
的
に
捉
え
説
明
で
き
る
。

 

□
多
様
な
価
値
観
や
人
生
観
を
有
し
て
い
る
人
々
を
尊
重
す
る
行
動
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

□
基
本
的
人
権
の
尊
重
、
患
者
の
権
利
及
び
権
利
擁
護
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
患
者
の
権
利
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
情
報
の
保
護
に
配
慮
し
た
看
護
の
在
り
方
を
説
明
で
き
る
。

 

□
看
護
職
の
倫
理
規
定
や
看
護
実
践
に
関
わ
る
倫
理
の
原
則
を
理
解
し
、
遵
守
で
き
る
。

 

□
看
護
の
対
象
と
な
る
人
々
の
権
利
を
尊
重
し
、
そ
の
擁
護
に
向
け
た
行
動
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

□
看
護
行
為
に
よ
っ
て
看
護
の
対
象
と
な
る
人
々
の
生
命
を
脅
か
す
危
険
性
が
あ
る
こ
と
を
説
明
で

き
る
。

 

□
守
秘
義
務
に
つ
い
て
理
解
し
、
遵
守
で
き
る
。

 

２
）
実
施
す
る
看
護

に
つ

い
て

説
明

し

同
意
を
得
る
能
力

 

（
１
）
実
施
す
る
看
護
の
方
法
に
つ
い
て
、

人
々

に
合

わ
せ

た
説

明
が

で
き

る
。

 

（
２
）
看
護
の
実
施
に
あ
た
り
、
人
々
の

意
思
決
定
を
支
援
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

 

□
医
療
に
お
け
る
自
己
決
定
権

 

□
看
護
職
の
説
明
責
任

 

□
意
思
決
定
へ
の
支
援

 

□
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト

 

□
セ
カ
ン
ド
･オ

ピ
ニ
オ
ン

 

 

□
医
療
に
お
け
る
自
己
決
定
権
と
看
護
職
の
説
明
責
任
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
、
セ
カ
ン
ド
・
オ
ピ
ニ
オ
ン
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
実
施
す
る
治
療
や
看
護
に
関
す
る
選
択
権
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
実
施
す
る
看
護
を
説
明
す
る
方
法
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
看
護
の
対
象
と
な
る
人
々
が
意
思
決
定
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

□
看
護
の
対
象
と
な
る
人
々
の
意
思
決
定
を
指
導
の
も
と
で
支
援
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

□
実
施
す
る
看
護
に
つ
い
て
指
導
の
下
で
説
明
し
、
同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

□
相
手
の
理
解
力
に
あ
わ
せ
た
説
明
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

３
）
援
助
的
関
係
を

形
成
す
る
能
力

 

（
１
）
看
護
の
対
象
と
な
る
人
々
と
援
助

的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
展

開
で
き
る
。

 

（
２
）
看
護
の
対
象
と
な
る
人
々
と
援
助

的
関
係
を
形
成
で
き
る
。

 

（
３
）
看
護
の
対
象
と
な
る
人
々
と
な
る

集
団
と
の
協
働
的
な
関
係
の
在
り

方
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

 

□
自
己
分
析
、
自
己
理
解

 

□
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
原
則
と
技
術

 

□
対
人
関
係
、
相
互
作
用

 

□
援
助
的
関
係
の
過
程

 

□
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
基
本
と
技
術

 

□
治
療
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

 

□
ケ
ア
リ
ン
グ
の
考
え
方

 

□
集
団
形
成
の
過
程

 

□
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

 

□
グ
ル
ー
プ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス

 

□
グ
ル
ー
プ
支
援

 

 

□
自
己
を
分
析
し
自
己
理
解
で
き
る
。

 

□
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
治
療
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
看
護
の
対
象
と
な
る
人
々
と
適
切
な
援
助
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

□
プ
ロ
セ
ス
レ
コ
ー
ド
な
ど
を
活
用
し
て
、
援
助
的
関
係
を
分
析
で
き
る
。

 

□
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
基
本
的
な
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
援
助
的
関
係
に
お
け
る
ケ
ア
リ
ン
グ
の
考
え
方
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
援
助
的
関
係
形
成
の
過
程
を
理
解
し
、
援
助
的
関
係
を
形
成
で
き
る
。

 

□
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
考
え
方
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
集
団
の
構
造
と
機
能
、
グ
ル
ー
プ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
グ
ル
ー
プ
を
形
成
す
る
方
法
と
そ
れ
を
支
援
す
る
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。
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 2

 

看
護
実
践
能
力

 
卒
業
時
の
到
達
目
標

 
教
育
の
内
容

 
学
習
成
果

 
群

 
能
力

 

Ⅱ

 

根 拠 に 基 づ き 看 護 を 計 画 的 に 実 践 す る 能 力 

４
）
根
拠
に
基
づ
い

た
看
護
を
提
供
す

る
能
力

 

（
１
）
根
拠
に
基
づ
い
た
看
護
を
提
供
す

る
た
め
の
情
報
を
探
索
し
活
用
で

き
る
。

 

（
２
）
看
護
実
践
に
お
い
て
、
理
論
的
知

識
や
先
行
研
究
の
成
果
を
探
索
し

活
用
で
き
る
。

 

□
科
学
的
根
拠
（

E
vi

de
nc

e）
 

□
科
学
的
根
拠
（

E
vi

de
nc

e
）
に
基
づ
い
た
実
践
の

在
り
方

 

□
情
報
の
収
集
・
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
活
用

□
文
献
の
検
索
方
法

 

□
文
献
の
批
判
的
検
討

 

□
基
本
的
な
研
究
方
法

 

□
基
本
的
な
統
計
的
分
析
方
法

 

□
研
究
成
果
の
解
釈
と
活
用

 

□
基
本
的
な
疫
学
・
保
健
統
計
の
知
識

 

□
看
護
理
論
、
看
護
研
究
、
看
護
実
践
の
関
係

 

□
根
拠
に
基
づ
い
た
看
護
を
提
供
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
説
明
で
き
る
。

 

□
根
拠
に
基
づ
い
た
看
護
を
提
供
す
る
た
め
の
情
報
を
探
索
し
、
活
用
で
き
る
。

 

□
文
献
や
研
究
成
果
を
比
較
し
、
批
判
的
に
吟
味
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

□
基
本
的
な
看
護
研
究
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
健
康
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に
基
本
的
な
疫
学
や
保
健
統
計
を
活
用
で
き
る
。

 

□
主
要
な
看
護
理
論
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
看
護
を
展
開
す
る
際
に
、
理
論
や
概
念
を
活
用
す
る
意
義
と
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
看
護
に
必
要
な
根
拠
を
探
索
し
、
看
護
実
践
に
活
用
で
き
る
。

 

 

５
）
計
画
的
に
看
護

を
実
践
す
る
能
力

 

      

（
１
）
批
判
的
思
考
や
分
析
的
方
法
を
活

用
し
て
、
看
護
計
画
を
立
案
で
き

る
。

 

（
２
）
問
題
解
決
法
を
活
用
し
、
看
護
計

画
を
立
案
し
展
開
で
き
る
。

 

（
３
）
実
施
し
た
看
護
実
践
を
評
価
し
、

記
録
で
き
る
。

 

 

□
批
判
的
思
考
、
分
析
的
思
考
、
論
理
的
思
考

 

□
問
題
解
決
の
過
程

 

□
看
護
過
程
（
査
定
、
診
断
、
計
画
、
実
施
、
評
価
）

□
看
護
観
察
と
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
目
的
と
方
法

 

□
健
康
に
対
す
る
人
間
の
反
応
と
看
護
診
断

 

□
看
護
情
報
の
活
用
と
管
理

 

□
記
録
の
目
的
と
法
的
意
義
 
 

 

□
記
録
の
監
査
と
評
価

 

□
看
護
の
現
象
を
批
判
的
思
考
、
論
理
的
思
考
を
活
用
し
て
捉
え
説
明
で
き
る
。

 

□
看
護
の
対
象
と
な
る
人
々
が
直
面
し
て
い
る
課
題
を
問
題
解
決
的
思
考
で
捉
え
説
明
で
き
る
。

 

□
看
護
過
程
に
つ
い
て
理
解
し
、
実
践
に
活
用
で
き
る
。
 

 

□
必
要
な
情
報
を
探
索
し
、
看
護
活
動
に
活
用
で
き
る
。

 

□
看
護
提
供
の
方
法
を
考
案
し
、
そ
の
中
か
ら
適
切
な
方
法
を
選
択
で
き
る
。

 

□
看
護
の
対
象
と
な
る
人
々
に
必
要
な
ケ
ア
を
計
画
し
、
指
導
の
も
と
で
実
施
で
き
る
。

 

□
実
施
し
た
看
護
実
践
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

□
看
護
記
録
の
目
的
と
法
的
意
義
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。
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 3

  
６
）
健
康
レ
ベ
ル
を

成
長

発
達

に
応

じ

て
査

定

(A
ss

es
sm

en
t)

す

る
能
力

 

（
１

）
身

体
的

な
健

康
状

態
を

査
定

(A
ss

es
sm

en
t)
で
き
る
。

 

（
２
）
認
知
や
感
情
、
心
理
的
な
健
康
状

態
を
査
定

(A
ss

es
sm

en
t)
で
き
る
。

（
３
）
環
境
を
査
定

(A
ss

es
sm

en
t)
し
、
健

康
状

態
と

の
関

係
を

説
明

で
き

る
。

 

（
４
）
成
長
発
達
に
応
じ
た
身
体
的
な
変

化
、
認
知
や
感
情
、
心
理
社
会
的

変
化
を
理
解
し
た
う
え
で
、
看
護

の
対
象
と
な
る
人
々
の
健
康
状
態

を
査
定

(A
ss

es
sm

en
t)
で
き
る
。

 

□
連
続
体
と
し
て
の
健
康

 

□
人
体
の
構
造
（
解
剖
学
）

 

□
人
体
の
機
能
（
生
理
学
）

 

□
病
態
と
生
体
反
応
（
病
理
学
）

 

□
疾
病
学
・
診
断
学

 

□
人
体
の
防
御
シ
ス
テ
ム

 

□
疾
病
と
生
体
の
反
応
（

呼
吸
機
能
障
害
、
循
環
機
能

障
害
、
栄
養
摂
取
・
代
謝
障
害
、
咀
嚼
嚥
下
・
消
化

吸
収
障
害
、
内
部
環
境
調
節
・
生
体
防
御
機
能
障
害
、

脳
神
経
・
感
覚
機
能
障
害
、
運
動
機
能
障
害
、
排
泄

機
能
障
害
、
性
・
生
殖
機
能
障
害
）

 

□
栄
養
と
代
謝

 

□
精
神
の
機
能
と
健
康

 

□
人
間
の
欲
求
と
感
情
 

 

□
生
涯
発
達
と
健
康
課
題

 

□
性
と
生
殖
に
関
す
る
健
康
課
題

 

□
フ
ィ
ジ
カ
ル
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト

 

□
心
理
社
会
的
ア
セ
ス
メ
ン
ト

 

□
人
的
・
物
理
的
環
境
の
査
定

(A
ss

es
sm

en
t)

 

 

□
看
護
に
必
要
な
人
体
の
構
造
と
機
能
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
看
護
に
必
要
な
病
態
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
看
護
に
必
要
な
人
体
の
防
御
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
主
要
な
疾
病
の
症
状
、
病
因
、
病
態
、
治
療
、
予
後
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
疾
病
が
も
た
ら
す
機
能
障
害
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
看
護
に
必
要
な
栄
養
と
代
謝
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
精
神
の
機
能
・
認
知
・
感
情
の
査
定

(A
ss

es
sm

en
t)
の
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
フ
ィ
ジ
カ
ル
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
心
理
社
会
的
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
人
的
・
物
理
的
環
境
が
健
康
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
社
会
資
源
を
査
定

(A
ss

es
sm

en
t)
す
る
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
環
境
の
査
定

(A
ss

es
sm

en
t)
の
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
看
護
の
対
象
と
な
る
人
々
の
成
長
発
達
を
踏
ま
え
て
、
指
導
の
も
と
で
フ
ィ
ジ
カ
ル
・
ア
セ
ス
メ
ン

ト
、
心
理
社
会
的
査
定

(A
ss

es
sm

en
t)
、
環
境
の
査
定

(A
ss

es
sm

en
t)
が
で
き
る
。

 

７
）
個
人
と
家
族
の

生
活

を
査

定

(A
ss

es
sm

en
t)

す

る
能
力

 

 

（
１
）
個
人
の
生
活
を
把
握
し
、
健
康
状

態
と

の
関

連
を

査
定

(A
ss

es
sm

en
t)
で
き
る
。

 

（
２
）
家
族
の
生
活
を
把
握
し
、
家
族
員

の
健

康
状

態
と

の
関

連
を

査
定

(A
ss

es
sm

en
t)
で
き
る
。

 

 

□
生
活
の
質

 

□
生
活
と
健
康

 

□
生
活
と
疾
病

 

□
セ
ル
フ
ケ
ア
能
力

 

□
家
族
機
能

 

□
家
族
の
生
活
と
健
康

 

□
家
族
の
生
活
と
疾
病

 

□
家
族
の
セ
ル
フ
ケ
ア
能
力

 

□
家
族
と
地
域
社
会
の
関
係
性

 

□
看
護
の
対
象
と
な
る
人
々
を
生
活
し
て
い
る
人
と
し
て
捉
え
る
意
義
と
そ
の
方
法
に
つ
い
て
説
明

で
き
る
。

 

□
生
活
と
健
康
障
害
の
関
連
、
疾
病
・
障
害
が
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
日
常
生
活
、
療
養
生
活
を
査
定

(A
ss

es
sm

en
t)
す
る
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
家
族
の
生
活
と
健
康
障
害
と
の
関
連
、
疾
病
・
障
害
が
家
族
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
説
明
で

き
る
。

 

□
家
族
全
体
を
捉
え
て
査
定

(A
ss

es
sm

en
t)
す
る
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
家
族
と
地
域
社
会
と
の
つ
な
が
り
や
関
係
性
を
査
定

(A
ss

es
sm

en
t)
す
る
方
法
に
つ
い
て
説
明
で

き
る
。

 

□
学
校
生
活
、
職
業
生
活
、
社
会
生
活
を
査
定

(A
ss

es
sm

en
t)
す
る
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
日
常
生
活
、
社
会
生
活
、
家
族
の
生
活
に
つ
い
て
、
指
導
の
も
と
で
査
定

(A
ss

es
sm

en
t)
で
き
る
。
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８
）
地
域
の
特
性
と

健
康

課
題

を
査

定

(A
ss

es
sm

en
t)

す

る
能
力

 

（
１
）
地
域
の
特
性
や
社
会
資
源
に
関
す

る
資
料
・
健
康
指
標
を
活
用
し
て
、

地
域
の
健
康
課
題
を
把
握
す
る
方

法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

（
２
）
学
校
や
職
場
な
ど
の
健
康
課
題
を

把
握
す
る
方
法
に
つ
い
て
説
明
で

き
る
。

 

 

□
地
域
の
歴
史
・
文
化
と
生
活

 

□
地
域
の
環
境
 
 
 

 

□
地
域
の
社
会
経
済
構
造
 

 

□
保
健
医
療
福
祉
制
度

 

□
公
衆
衛
生
の
概
念

 

□
地
域
の
健
康
課
題

 

□
健
康
指
標
の
動
向
（
人
口
動
態
・
疾
病
構
造
・
受

療
状
況
他
）

 

□
地
域
の
健
康
に
関
す
る
情
報
（
母
子
保
健
、
精
神

保
健
、
感
染
症
、
生
活
習
慣
病
、
が
ん
、
難
病
他
）

□
地
域
の
人
々
の
健
康
ニ
ー
ズ

 

□
保
健
行
動
・
疾
病
対
処
行
動
 

 

□
学
校
保
健

 

□
産
業
保
健

 

□
社
会
資
源
の
種
類
と
生
活
上
の
問
題
 

 

□
地
域
の
人
々
の
生
活
、
地
域
の
文
化
、
地
域
の
環
境
、
地
域
の
社
会
経
済
構
造
を
把
握
し
、
地
域
の

特
性
を
捉
え
る
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
地
域
の
人
々
の
健
康
ニ
ー
ズ
や
保
健
行
動
を
捉
え
る
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
地
域
の
保
健
医
療
福
祉
制
度
、
地
域
の
健
康
に
関
す
る
情
報
、
指
標
の
動
向
を
理
解
し
、
地
域
の
健

康
課
題
を
導
く
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
健
康
診
査
・
診
断
の
結
果
か
ら
健
康
課
題
を
把
握
し
、
健
康
管
理
を
す
る
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き

る
。

 

□
学
校
の
特
性
や
健
康
課
題
を
把
握
す
る
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
職
場
の
特
性
や
健
康
課
題
を
把
握
す
る
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

  

９
）
看
護
援
助
技
術

を
適

切
に

実
施

す

る
能
力

 

（
１
）
身
体
に
働
き
か
け
る
看
護
援
助
技

術
を
理
解
し
、
指
導
の
も
と
で
実

施
で
き
る
。

 

（
２
）
情
動
・
認
知
・
行
動
に
働
き
か
け

る
看
護
援
助
技
術
を
理
解
し
、
指

導
の
も
と
で
実
施
で
き
る
。

 

（
３
）
人
的
・
物
理
的
環
境
に
働
き
か
け

る
看
護
援
助
技
術
を
理
解
し
、
指

導
の
も
と
で
実
施
で
き
る

。
 

□
日
常
生
活
援
助
技
術
（
食
事
、
睡
眠
、
排
泄
、
活

動
、
清
潔
）

 

□
呼
吸
・
循
環
を
整
え
る
技
術

 

□
創
傷
管
理
技
術

 

□
与
薬
の
技
術

 

□
救
命
救
急
処
置
技
術

 

□
症
状
・
生
体
機
能
管
理
技
術

 

□
安
楽
の
技
術

 

□
感
染
予
防
の
技
術

 

□
安
全
・
事
故
防
止
の
技
術

 

□
日
常
生
活
習
慣
の
確
立
に
関
わ
る
援
助
技
術
・
セ

ル
フ
ケ
ア
向
上
の
援
助
技
術

 

□
自
立
支
援
の
援
助
技
術

 

□
療
養
に
関
す
る
相
談

 

□
健
康
に
関
す
る
教
育

 

□
行
動
変
容
を
促
進
す
る
技
術

 

□
危
機
介
入

 

□
人
的
・
物
理
的
環
境
調
整
の
技
術

 

□
社
会
資
源
の
活
用

 

□
日
常
生
活
援
助
の
基
本
技
術
（
食
事
、
睡
眠
、
排
泄
、
活
動
、
清
潔
）
を
理
解
し
実
施
で
き
る
。

 

□
呼
吸
・
循
環
を
整
え
る
基
本
技
術
を
理
解
し
、
指
導
の
も
と
で
実
施
で
き
る
。

 

□
創
傷
管
理
の
基
本
技
術
を
理
解
し
、
指
導
の
も
と
で
実
施
で
き
る
。

 

□
与
薬
の
基
本
技
術
を
理
解
し
、
指
導
の
も
と
で
実
施
で
き
る
。

 

□
救
命
救
急
処
置
の
基
本
技
術
を
理
解
し
、
指
導
の
も
と
で
実
施
で
き
る
。

 

□
症
状
・
生
体
機
能
管
理
の
基
本
技
術
を
理
解
し
、
指
導
の
も
と
で
実
施
で
き
る
。

 

□
安
楽
を
援
助
す
る
基
本
技
術
を
理
解
し
、
指
導
の
も
と
で
実
施
で
き
る
。

 

□
感
染
予
防
の
基
本
技
術
を
理
解
し
、
指
導
の
も
と
で
実
施
で
き
る
。

 

□
安
全
・
事
故
防
止
の
基
本
技
術
を
理
解
し
、
指
導
の
も
と
で
実
施
で
き
る
。

 

□
日
常
生
活
行
動
の
拡
大
や
生
活
習
慣
の
確
立
に
向
け
た
援
助
の
基
本
技
術
を
理
解
し
、
指
導
の
も
と

で
実
施
で
き
る
。

 

□
自
立
支
援
に
向
け
た
援
助
の
基
本
技
術
を
理
解
し
、
指
導
の
も
と
で
実
施
で
き
る
。

 

□
健
康
に
関
す
る
教
育
、
患
者
教
育
・
家
族
教
育
の
基
本
技
術
を
理
解
し
、
指
導
の
も
と
で
実
施
で
き

る
。

 

□
療
養
生
活
や
健
康
に
関
す
る
相
談
の
基
本
技
術
を
理
解
し
、
指
導
の
も
と
で
実
施
で
き
る
。

 

□
行
動
変
容
を
促
進
す
る
援
助
の
基
本
技
術
を
理
解
し
、
指
導
の
も
と
で
実
施
で
き
る
。

 

□
不
安
定
な
感
情
や
情
緒
を
安
定
さ
せ
る
基
本
技
術
を
理
解
し
、
指
導
の
も
と
で
実
施
で
き
る
。

 

□
環
境
整
備
や
環
境
調
整
の
基
本
技
術
を
理
解
し
、
指
導
の
も
と
で
実
施
で
き
る
。

 

□
生
活
環
境
を
改
善
す
る
た
め
の
基
本
技
術
を
理
解
し
、
指
導
の
も
と
で
実
施
で
き
る
。

 

□
活
用
で
き
る
社
会
資
源
を
調
整
す
る
基
本
技
術
を
理
解
し
、
指
導
の
も
と
で
実
施
で
き
る
。
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看
護
実
践
能
力

 
卒
業
時
の
到
達
目
標

 
教
育
の
内
容

 
学
習
成
果

 
群

 
能
力

 

Ⅲ

 

特 定 の 健 康 課 題 に 対 応 す る 実 践 能 力 

10
）
健
康
の
保
持
増

進
と

疾
病

を
予

防

す
る
能
力

 

（
１
）
健
康
の
保
持
増
進
、
疾
病
予
防
の
た

め
に
必
要
な
看

護
援
助
方
法
に
つ

い
て
説
明
で
き
る
。

 

（
２
）
人
の
誕
生
か
ら
成
長
、
発
達
、
加
齢

ま
で
の
生
涯
発

達
の
視
点
を
理
解

し
、各

発
達
段
階
に
お
け
る
健
康
の

保
持
増
進
、疾

病
予
防
の
た
め
に
必

要
な
看
護
援
助

方
法
に
つ
い
て
説

明
で
き
る
。

 

（
３
）
妊
娠
・
出
産
・
育
児
に
か
か
わ
る
看

護
援
助
方
法
に

つ
い
て
説
明
で
き

る
。

 

（
４
）個

人
特
性
及
び
地
域
特
性
に
対
応
し

た
健

康
環

境
づ

く
り

に
つ

い
て

説

明
で
き
る
。

 

（
５
）健

康
増
進
に
関
連
す
る
政
策
と
保
健

活
動
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
ヘ
ル
ス
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

(H
ea

lt
h 

pr
om

ot
io

n)
 

□
第
一
次
予
防
、
第
二
次
予
防
、
第
三
次
予
防

 

□
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
ヘ
ル
ス
ケ
ア

 

□
健
康
診
査
と
健
康
教
育

 

□
妊
娠
・
分
娩
・
産
褥
の
生
理

 

□
妊
婦
（
ハ
イ
リ
ス
ク
を
含
む
）・

産
婦
・
褥
婦
へ

の
看
護
援
助
方
法

 

□
胎
児
・
新
生
児
・
乳
幼
児
の
生
理

 

□
新
生
児
・
乳
幼
児
と
家
族
へ
の
看
護
援
助
方
法

 

□
各
発
達
段
階
の
特
徴
と
生
活
及
び
健
康
課
題

 

□
各
発
達
段
階
の
特
徴
に
応
じ
た
看
護
援
助
方
法

 

□
児
童
期
・
学
童
期
・
思
春
期
に
あ
る
子
ど
も
と
家

族
へ
の
看
護
援
助
方
法

 

□
次
世
代
育
成
に
向
け
た
取
り
組
み

 

□
成
人
期
に
お
け
る
健
康
増
進
、
疾
病
予
防
に
向
け

た
取
り
組
み

 

□
加

齢
に

伴
う

健
康
課

題
を

抱
え
た

高
齢

者
と

家

族
へ
の
看
護
援
助
方
法

 

□
個
人
・
家
族
・
地
域
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
促
進

□
健
康
に
影
響
す
る
環
境
と
社
会
的
要
因
の
改
善

 

□
健
康
課
題
に
対
す
る
地
域
の
組
織
的
な
取
り
組

み
 

□
個
人
・
家
族
・
集
団
へ
の
健
康
教
育
・
相
談

 

□
保
健
医
療
福
祉
計
画
と
看
護
活
動

 

□
ヘ
ル
ス
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

(H
ea

lt
h 

pr
om

ot
io

n)
の
考
え
方
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
第
一
次
予
防
、
第
二
次
予
防
、
第
三
次
予
防
の
考
え
方
と
そ
の
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
考
え
方
と
そ
の
活
動
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
健
康
診
査
と
そ
の
結
果
に
基
づ
い
た
健
康
教
育
の
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
妊
娠
・
分
娩
・
産
褥
の
生
理
、
胎
児
・
新
生
児
・
乳
幼
児
の
生
理
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
妊
婦
・
産
婦
・
褥
婦
に
対
す
る
看
護
援
助
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
新
生
児
・
乳
幼
児
と
家
族
の
健
康
課
題
に
つ
い
て
理
解
し
、
健
康
の
保
持
増
進
、
疾
病
予
防
の
た
め

に
必
要
な
看
護
援
助
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
児
童
期
・
学
童
期
・
思
春
期
の
健
康
課
題
に
つ
い
て
理
解
し
、
健
康
の
保
持
増
進
、
疾
病
予
防
の
た

め
に
必
要
な
看
護
援
助
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
成
人
期
の
健
康
課
題
に
つ
い
て
理
解
し
、
健
康
の
保
持
増
進
、
疾
病
予
防
の
た
め
に
必
要
な
看
護
援

助
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
加
齢
に
伴
う
健
康
課
題
に
つ
い
て
理
解
し
、
健
康
の
保
持
増
進
、
疾
病
予
防
の
た
め
に
必
要
な
看
護

援
助
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
地
域
の
次
世
代
の
健
康
づ
く
り
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
個
人
・
家
族
・
地
域
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
を
促
進
す
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
健
康
に
対
す
る
考
え
や
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
健
康
課
題
の
解
決
に
必
要
な
看
護
援
助
方
法
に
つ
い
て

説
明
で
き
る
。

 

□
保
健
行
動
、
疾
病
・
治
療
行
動
を
改
善
す
る
た
め
の
看
護
援
助
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
地
域
の
健
康
的
な
環
境
を
構
築
す
る
た
め
の
組
織
的
な
取
り
組
み
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
健
康
課
題
の
解
決
に
向
け
た
国
や
自
治
体
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。
 

 

□
地
域
の
保
健
医
療
福
祉
計
画
に
つ
い
て
理
解
し
、
そ
の
中
で
看
護
職
者
が
担
う
べ
き
活
動
・
役
割
に

つ
い
て
説
明
で
き
る
。
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11
）
急
激
な
健
康
破

綻
と

回
復

過
程

に

あ
る

人
々

を
援

助

す
る
能
力

 

 

（
１
）急

激
な
健
康
破
綻
を
き
た
し
た
患

者
の

全
身

状
態

を
査

定

(A
ss

es
sm

en
t)
し
、
生
命
維
持
に

向
け

た
看

護
援

助
方

法
に

つ
い

て
説
明
で
き
る
。

 

（
２
）急

激
な
健
康
破
綻
を
き
た
し
た
患

者
と
家
族
を
理
解
し
、
回
復
に
向

け
た

看
護

援
助

方
法

に
つ

い
て

説
明
で
き
る
。

 

（
３
）精

神
的
危
機
状
況
に
あ
る
患
者
の

状
態
を
査
定

(A
ss

es
sm

en
t)
し
、

回
復

に
向

け
た

看
護

援
助

方
法

に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

（
４
）必

要
な
早
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
を
計
画
し
、
促
進
す
る
看
護
援

助
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

  

□
急
激
な
健
康
破
綻
を
き
た
し
た
患
者
の
苦
痛
・
不
安

□
疾
病
の
診
断
、
検
査

 
 

□
診
療
に
伴
う
援
助
技
術

 

□
異
常
の
早
期
発
見
と
査
定

(A
ss

es
sm

en
t)

 

□
治
療
法
（
救
命
救
急
、
手
術
療
法
、
薬
物
療
法
、
放
射

線
療
法
、
精
神
療
法
）
の
種
類
と
効
果

 

□
治
療
を
受
け
て
い
る
患
者
へ
の
看
護
援
助
方
法

 

□
救
命
救
急
時
の
処
置

 

□
化
学
療
法
、
放
射
線
療
法
を
受
け
て
い
る
患
者
へ
の

看
護
援
助
方
法

 

□
重
篤
な
状
態
に
あ
る
患
者
と
家
族
へ
の
看
護
援
助
方

法
 

□
手
術
・
麻
酔
に
よ
る
生
体
反
応
、
合
併
症
の
発
症
と

予
防

 

□
周
手
術
期
に
あ
る
患
者
と
家
族
へ
の
看
護
援
助
方
法

□
精
神
機
能
の
著
し
い
低
下
に
よ
り
混
乱
状
態
に
あ
る

患
者
と
家
族
へ
の
看
護
援
助
方
法

 

□
精
神
的
危
機
状
態
に
あ
る
患
者
と
家
族
へ
の
看
護
援

助
方
法

 

□
早
期
回
復
を
促
す
看
護
援
助
方
法

 

□
診
療
、
診
断
と
検
査
に
関
す
る
基
本
的
な
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
治
療
法
（
救
命
救
急
、
手
術
療
法
、
薬
物
療
法
、
放
射
線
療
法
、
精
神
療
法
）
の
種
類
と
期
待
さ
れ

る
効
果
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
治
療
を
受
け
て
い
る
患
者
に
対
す
る
基
本
的
な
看
護
援
助
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
重
篤
な
状
態
に
あ
る
患
者
の
疾
患
・
病
態
・
症
状
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
重
篤
な
状
態
に
あ
る
患
者
に
対
す
る
治
療
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
重
篤
な
状
態
に
あ
る
患
者
の
全
身
状
態
を
査
定

(A
ss

es
sm

en
t)
す
る
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

□
重
篤
な
状
態
に
あ
る
患
者
を
全
人
的
に
捉
え
て
説
明
で
き
る
。

 

□
重
篤
な
状
態
に
あ
る
患
者
と
家
族
へ
の
基
本
的
な
看
護
援
助
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
手
術
・
麻
酔
に
よ
る
生
体
反
応
、
合
併
症
の
発
症
と
予
防
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。
 

 

□
周
手
術
期
に
あ
る
患
者
の
全
身
状
態
を
査
定

(A
ss

es
sm

en
t)
す
る
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
周
手
術
期
に
あ
る
患
者
と
家
族
へ
の
基
本
的
な
看
護
援
助
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
薬
物
療
法
を
受
け
て
い
る
患
者
と
家
族
に
対
す
る
看
護
援
助
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
精
神
機
能
が
著
し
く
低
下
し
て
い
る
患
者
の
精
神
状
態
を
査
定

(A
ss

es
sm

en
t)
す
る
方
法
に
つ
い

て
説
明
で
き
る
。

 

□
精
神
機
能
が
著
し
く
低
下
し
て
い
る
患
者
に
対
す
る
治
療
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。
 

 

□
精
神
機
能
が
著
し
く
低
下
し
て
い
る
患
者
と
家
族
へ
の
基
本
的
な
看
護
援
助
方
法
に
つ
い
て
説
明

で
き
る
。

 

□
心
身
の
回
復
過
程
と
回
復
を
促
す
治
療
や
早
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
心
身
の
回
復
過
程
に
あ
る
患
者
を
総
合
的
に
理
解
し
、
査
定

(A
ss

es
sm

en
t)
す
る
方
法
に
つ
い
て
説

明
で
き
る
。

 

□
心
身
の
回
復
過
程
に
あ
る
患
者
と
家
族
へ
の
基
本
的
な
看
護
援
助
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

 
12
）
慢
性
疾
患
及
び

慢
性

的
な

健
康

課

題
を

有
す

る
人

々

を
援
助
す
る
能
力

 

 
  

（
１
）
慢
性
的
な
健
康
課
題
を
有
す
る

患
者

と
家

族
の

状
態

を
査

定

(A
ss

es
sm

en
t)
し

、
疾

病
管

理

に
向
け
た
看
護
援
助
方
法
に
つ

い
て
説
明
で
き
る
。

 

（
２
）
慢
性
的
な
健
康
課
題
を
有
す
る

患
者
と
家
族
を
理
解
し
、
療
養

生
活
の
看
護
援
助
方
法
に
つ
い

て
説
明
で
き
る
。

 

（
３
）
慢
性
的
な
健
康
課
題
を
有
す
る

患
者
と
家
族
が
地
域
で
生
活
で

き
る
よ
う
、
社
会
資
源
の
活
用

方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

□
慢
性
疾
患
の
病
態
と
症
状

 

□
疾
病
の
診
断
、
検
査

 

□
診
療
に
伴
う
援
助
技
術

 

□
合
併
症
の
予
防
と
早
期
発
見

 

□
悪
化
・
進
行
の
予
防

 

□
治
療
法
（

薬
物
療
法
、
放
射
線
療
法
、
精
神
療
法
、
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
）
の
種
類
と
効
果

 

□
慢
性
疾
患
が
生
活
に
及
ぼ
す
影
響

 

□
慢
性
疾
患
が
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
及
ぼ
す
影
響

 

□
自
己
管
理
へ
の
看
護
援
助
方
法

 

□
症
状
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
疾
病
管
理

 

□
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

( 
C

om
pl

ia
nc

e)
□
セ
ル
フ
ケ
ア

行
動
の
獲
得
・
維
持

 

□
ス
ト
レ
ス
へ
の
前
向
き
な
対
処

(S
tr

es
s 

co
pi

ng
) 

 

□
患
者
教
育
・
家
族
教
育

 

□
障
害
を
持
っ
て
生
き
る
こ
と

 

□
発
達
障
害

 

□
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
機
能
障
害
の
改
善

 

□
主
要
な
慢
性
疾
患
の
病
態
と
そ
の
合
併
症
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
慢
性
的
な
健
康
課
題
を
有
す
る
患
者
へ
の
診
療
に
伴
う
援
助
技
術
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
慢
性
的
な
健
康
課
題
を
有
す
る
患
者
へ
の
治
療
と
効
果
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
薬
物
療
法
を
受
け
て
い
る
患
者
と
家
族
へ
の
基
本
的
な
看
護
援
助
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
自
己
管
理
、
症
状
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
疾
病
管
理
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
慢
性
的
な
健
康
課
題
が
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
や
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
を
理
解
し
、
障
害
を
持
っ
て
生
き

る
こ
と
を
患
者
と
家
族
の
立
場
で
捉
え
説
明
で
き
る
。

 

□
慢
性
的
な
健
康
課
題
を
有
す
る
患
者
の
全
身
状
態
を
査
定

(A
ss

es
sm

en
t)
す
る
方
法
に
つ
い
て
説

明
で
き
る
。

 

□
日
常
生
活
、
セ
ル
フ
ケ
ア
能
力
を
査
定

(A
ss

es
sm

en
t)
す
る
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
慢
性
的
な
健
康
課
題
を
有
す
る
患
者
と
家
族
へ
の
基
本
的
な
看
護
援
助
方
法
を
説
明
で
き
る
。

 

□
生
活
の
再
構
築
、
適
応
を
促
進
す
る
基
本
的
な
看
護
援
助
方
法
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
ス
ト
レ
ス
へ
の
前
向
き
な
対
処

(S
tr

es
s 

co
pi

ng
)を

促
進
す
る
基
本
的
な
看
護
援
助
方
法
に
つ
い
て

説
明
で
き
る
。

 

□
患
者
教
育
・
家
族
教
育
の
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
地
域
生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
サ
ポ
ー
ト
（

S
oc

ia
l 

su
pp

or
t）

が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
説
明
で
き
る
。

 

□
地
域
生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
、
患
者
会
や
家
族
会
が
担
う
役
割
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。
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□
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
サ
ポ
ー
ト

（
S
oc

ia
l s

up
po

rt
）
、
社
会
資
源

 

□
慢
性
状
態
に
あ
る
患
者
の
家
族
へ
の
援
助

 

□
患
者
会
、
家
族
会

 

□
地
域
生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
サ
ポ
ー
ト
（

S
oc

ia
l s

up
po

rt
）
の
獲
得
と
療
養
生
活

の
確
立
に
向
け
て
の
基
本
的
な
看
護
援
助
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

 

 
13
）
終
末
期
に
あ
る

人
々

を
援

助
す

る

能
力

 

 

（
１

）
終

末
期

に
あ

る
患

者
を

総
合

的
・
全
人
的
に
理
解
し
、
そ
の

人
ら
し
さ
を
支
え
る
看
護
援
助

方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

（
２
）
終
末
期
で
の
治
療
を
理
解
し
、

苦
痛
の
緩
和
方
法
に
つ
い
て
説

明
で
き
る
。

 

（
３
）
看
取
り
を
す
る
家
族
の
援
助
に

つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
終
末
期
に
あ
る
人
の
心
身
の
苦
痛

 

□
緩
和
ケ
ア

 

□
身
体
機
能
低
下
へ
の
看
護
援
助
方
法

 

□
終
末
期
の
症
状
緩
和

 

□
疼
痛
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

 

□
安
楽
の
提
供

 

□
死
の
受
容
過
程

 

□
悲
嘆
と
受
容

 

□
看
取
る
家
族
へ
の
援
助

 

□
終
末
期
に
お
け
る
チ
ー
ム
医
療

 

□
在
宅
で
の
看
取
り
の
た
め
の
体
制
づ
く
り

 

 

□
終
末
期
の
症
状
緩
和
、
疼
痛
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
緩
和
ケ
ア
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
終
末
期
に
あ
る
患
者
の
心
身
の
苦
痛
と
看
護
援
助
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
身
体
機
能
低
下
を
査
定

(A
ss

es
sm

en
t)
し
、
そ
れ
に
適
し
た
安
楽
を
提
供
す
る
方
法
に
つ
い
て
説
明

で
き
る
。

 

□
終
末
期
に
お
け
る
チ
ー
ム
医
療
の
在
り
方
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
死
の
受
容
過
程
を
理
解
し
た
上
で
、
そ
の
人
と
家
族
に
適
し
た
関
わ
り
を
行
う
こ
と
の
必
要
性
に
つ

い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
生
き
る
こ
と
、
死
に
ゆ
く
こ
と
の
意
味
と
そ
の
過
程
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
最
期
ま
で
そ
の
人
ら
し
さ
を
支
援
す
る
こ
と
の
必
要
性
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
死
に
ゆ
く
人
の
意
思
を
支
え
、
そ
の
人
ら
し
く
あ
る
こ
と
を
援
助
す
る
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き

る
。

 

□
看
取
る
家
族
の
体
験
に
つ
い
て
理
解
し
、
看
護
援
助
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
在
宅
で
の
看
取
り
の
た
め
の
体
制
づ
く
り
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。
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看
護
実
践
能
力

 
卒
業
時
の
到
達
目
標

 
教
育
の
内
容

 
学
習
成
果

 
群

 
能
力

 

Ⅳ

 

ケ ア 環 境 と チ ー ム 体 制 整 備 に 関 す る 実 践 能 力 

14
）
保
健
医
療
福
祉

に
お
け
る
看
護
活

動
と
看
護
ケ
ア
の

質
を
改
善
す
る
能

力
     

（
１
）
保
健
医
療
福
祉
に
お
け
る
看
護
の

機
能
と
看
護
活
動
の
在
り
方
に
つ

い
て
理
解
で
き
る
。

 

（
２
）
看
護
の
質
の
管
理
及
び
改
善
へ
の

取
り

組
み

に
つ

い
て

理
解

で
き

る
。

 

 

□
保
健
医
療
福
祉
制
度
と
法
律

 

□
看
護
の
機
能

 

□
組
織
論

 

□
看
護
の
組
織

 

□
看
護
体
制

 

□
看
護
ケ
ア
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

 

□
看
護
と
経
営

 

□
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム

 

□
看
護
の
質
評
価

 

□
看
護
の
費
用
対
効
果

 

□
看
護
活
動
の

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル

 

□
保
健
医
療
福
祉
に
お
け
る
看
護
の
役
割
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
医
療
機
関
に
お
け
る
看
護
の
組
織
、
看
護
体
制
、
看
護
の
機
能
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
組
織
の
中
で
の
役
割
分
担
、
権
限
委
譲
の
在
り
方
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

 

□
保
健
医
療
福
祉
の
中
で
の
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

 

□
看
護
の
質
を
評
価
す
る
必
要
性
と
そ
の
方
法
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

 

□
看
護
管
理
に
お
け
る
費
用
対
効
果
の
重
要
性
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

 

□
看
護
活
動
を

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
を
用
い
て
改
善
す
る
意
義
と
方
法
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

 

 

15
）
地
域
ケ
ア
の
構

築
と
看
護
機
能
の

充
実
を
図
る
能
力

 

   

（
１
）
自
主
グ
ル
ー
プ
の
育
成
、
地
域
組

織
活
動
の
促
進
に
つ
い
て
理
解
で

き
る
。

 

（
２
）
個
人
・
グ
ル
ー
プ
・
機
関
と
連
携

し
て
、
地
域
ケ
ア
を
構
築
す
る
方

法
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

 

（
３
）
地
域
に
お
け
る
健
康
危
機
管
理
及

び
そ
の
対
策
に
関
わ
る
看
護
職
の

役
割
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

 

 
 
 

 

□
地
域
ケ
ア
に
関
わ
る
医
療
政
策

 

□
集
団
の
形
成
・
発
達

 

□
自
立
・
自
律
支
援

 

□
個
人
・
グ
ル
ー
プ
・
機
関
と
の
調
整

 

□
ケ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

 

□
支
援
シ
ス
テ
ム
の
構
築

 

□
地
域
組
織
活
動

 

□
地
域
ケ
ア
の
体
制
づ
く
り

 

□
健
康
危
機
発
生
時
の
緊
急
対
応

 

□
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害

 

□
災
害
看
護
活
動

 

□
被
災
者
に
対
す
る
安
全
な
環
境

 

□
地
域
で
活
動
す
る
多
様
な
集
団
や

N
P
O

な
ど
の
組
織
、
及
び
そ
れ
ら
の
活
動
に
つ
い
て
理
解
で
き

る
。

 

□
ケ
ア
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
支
援
シ
ス
テ
ム
の
構
築
の
方
法
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

 

□
対
象
者
に
必
要
な
ケ
ア
に
つ
い
て
、
関
連
機
関
や
支
援
者
と
連
携
・
調
整
す
る
方
法
に
つ
い
て
理
解

で
き
る
。

 

□
地
域
の
健
康
を
促
進
し
、
管
理
す
る
方
法
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

 

□
当
事
者
グ
ル
ー
プ
の
集
団
の
特
質
や
機
能
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

 

□
地
域
に
お
け
る
組
織
や
当
事
者
グ
ル
ー
プ
を
看
護
専
門
職
者
と
し
て
育
成
し
、
支
援
す
る
意
義
や
方

法
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

 

□
地
域
に
お
け
る
日
常
的
な
健
康
危
機
管
理
の
重
要
性
と
看
護
の
活
動
・
役
割
に
つ
い
て
理
解
で
き

る
。

 

□
健
康
危
機
発
生
後
に
生
じ
る
健
康
課
題
と
看
護
活
動
の
在
り
方
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

 

□
被
災
者
及
び
被
災
集
団
へ
の
災
害
看
護
活
動
の
在
り
方
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

 

16
）
安
全
な
ケ
ア
環

境
を
提
供
す
る
能

力
 

（
１
）
安
全
な
ケ
ア
を
チ
ー
ム
と
し
て
組

織
的
に
提
供
す
る
意
義
に
つ
い
て

説
明
で
き
る
。

 

（
２
）
感
染
防
止
対
策
に
つ
い
て
理
解
し
、

必
要
な
行
動
を
と
る
こ
と
が
で
き

る
。

 

（
３
）
医
療
事
故
防
止
対
策
に
つ
い
て
理

解
し
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
行
動

を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

□
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

 

□
安
全
文
化
の
形
成

 

□
安
全
性
の
基
準

 

□
医
療
事
故
の
現
状
と
課
題

 

□
医
療
安
全
対
策

 

□
医
療
器
具
・
医
薬
品
管
理
の
安
全
対
策

 

□
感
染
防
止
対
策

 

□
標
準
予
防
策

(S
ta

nd
ar

d 
pr

ec
au

ti
on

) 

□
有
害
事
象
の
予
防
（
転
倒
・
転
落
な
ど
の
事
故
、

褥
瘡
な
ど
）

 

□
医
療
に
よ
る
健
康
被
害
（
薬
害
を
含
む
）

 

□
イ
ン
シ
デ
ン
ト
（
ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト
）
レ
ポ
ー
ト

□
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
有
害
事
象
（
転
倒
・
転
落
な
ど
の
事
故
、
褥
瘡
な
ど
）
の
予
防
方
法
に

つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
医
療
の
中
で
安
全
文
化
を
形
成
し
、
チ
ー
ム
と
し
て
取
り
組
む
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
説
明
で
き

る
。

 

□
医
療
安
全
対
策
な
ど
医
療
機
関
の
取
り
組
み
と
看
護
の
活
動
・
役
割
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
安
全
を
脅
か
す
要
因
、
及
び
医
療
器
具
・
医
薬
品
の
安
全
な
管
理
や
薬
害
防
止
、
安
全
な
医
療
環
境

を
形
成
し
て
い
く
意
義
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
感
染
防
止
対
策
、
標
準
予
防
策

(S
ta

nd
ar

d 
pr

ec
au

ti
on

)に
つ
い
て
理
解
し
、
実
施
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

 

□
医
療
事
故
の
予
防
と
発
生
時
対
応
、
発
生
後
の
分
析
と
評
価
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
イ
ン
シ
デ
ン
ト
（
ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト
）
レ
ポ
ー
ト
の
目
的
を
理
解
し
、
必
要
性
に
つ
い
て
説
明
で
き

る
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17
）
保
健
医
療
福
祉

に
お

け
る

協
働

と

連
携
を
す
る
能
力

 

 

（
１
）
チ
ー
ム
医
療
に
お
け
る
看
護
及
び

他
職
種
の
役
割
を
理
解
し
、
対
象

者
を
中
心
と
し
た
協
働
の
在
り
方

に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

（
２
）
保
健
医
療
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
継
続

性
を
保
障
す
る
た
め
に
チ
ー
ム
間

の
連
携
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

□
チ
ー
ム
医
療

 

□
保

健
医

療
保

健
福

祉
チ
ー

ム
員

の
専
門

性
と

相

互
の
尊
重

 

□
チ
ー
ム
の
中
で
の
看
護
専
門
職
の
役
割

 

□
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

 

□
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
運
営
方
法

 

□
情
報
の
共
有

 

□
継
続
看
護

 

□
在
宅
医
療
と
社
会
制
度

 

□
在
宅
医
療
推
進
と
看
護
活
動

 

□
保
健
医
療
福
祉
機
関
の
連
携
・
協
働

 

□
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

 

□
家
族
を
含
め
た
対
象
者
中
心
の
連
携

 

□
退
院
支
援
・
退
院
調
整

 

□
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携

 

□
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
の
連
携

 

□
地
域
保
健
・
産
業
保
健
・
学
校
保
健
と
の
連
携

 

□
チ
ー
ム
医
療
、
保
健
医
療
福
祉
チ
ー
ム
員
の
機
能
と
専
門
性
、
チ
ー
ム
医
療
の
中
で
の
看
護
の
役
割

に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
チ
ー
ム
医
療
の
中
で
の
責
務
と
し
て
、
情
報
の
共
有
と
守
秘
義
務
、
対
象
者
を
中
心
と
す
る
チ
ー
ム

医
療
の
構
築
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
チ
ー
ム
医
療
の
中
で
の
、
相
互
の
尊
重
・
連
携
・
協
働
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
チ
ー
ム
医
療
の
中
で
効
果
的
な
話
し
合
い
を
す
る
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
在
宅
医
療
を
推
進
す
る
た
め
に
、
保
健
医
療
福
祉
機
関
の
連
携
・
協
働
を
含
め
た
看
護
の
活
動
・
役

割
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
や
チ
ー
ム
の
連
携
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
継
続
看
護
、
退
院
支
援
・
退
院
調
整
な
ど
、
地
域
の
関
連
機
関
と
協
働
関
係
を
形
成
す
る
看
護
援
助

方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
病
院
、
保
健
所
、
市
町
村
保
健
セ
ン
タ
ー
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、

診
療
所
、
学
校
、
職
場
な
ど
と
の
連
携
の
必
要
性
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
同
僚
や
他
の
医
療
従
事
者
と
安
定
し
た
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
必
要
性
を
理
解
し
、

指
導
の
下
で
実
践
で
き
る
。

 

□
チ
ー
ム
の
一
員
と
し
て
、
報
告
・
連
絡
・
相
談
の
必
要
性
を
理
解
し
、
指
導
の
下
で
実
施
で
き
る
。

 
18
）
社
会
の
動
向
を

踏
ま

え
て

看
護

を

創
造

す
る

た
め

の

基
礎
と
な
る
能
力

 

   

（
１
）
疾
病
構
造
の
変
遷
、
疾
病
対
策
、

医
療
対
策
の
動
向
と
看
護
の
役
割

に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

（
２
）
社
会
の
変
革
の
方
向
を
理
解
し
、

看
護
を
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
の

重
要
性
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

（
３
）
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
・
国
際

化
の
動
向
に
お
け
る
看
護
の
在
り

方
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

 

 

□
人
口
構
成
と
疾
病
構
造

 

□
保
健
医
療
福
祉
の
歴
史
と
看
護

 

□
保
健
医
療
福
祉
に
関
す
る
基
本
的
統
計

 

□
保
健
統
計
や
歴
史
を
踏
ま
え
た
看
護
の
展
望

 

□
看
護
行
政
と
看
護
制
度

 

□
医
療
保
険
制
度

 

□
診
療
報
酬
制
度

 

□
国
際
看
護
活
動

 

□
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
・
国
際
化
の
動
向

 

□
看
護
職
と
し
て
の
発
展
の
方
向
性

 

 

□
人
口
構
成
と
疾
病
構
造
、
保
健
医
療
福
祉
に
関
す
る
基
本
的
統
計
か
ら
、
健
康
や
保
健
医
療
に
か
か

わ
る
課
題
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
保
健
医
療
福
祉
制
度
、
保
健
医
療
福
祉
政
策
の
歴
史
な
ど
か
ら
、
看
護
の
現
状
と
動
向
を
説
明
で
き

る
。

 

□
社
会
政
策
や
看
護
政
策
が
看
護
の
発
展
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
こ
と
を
説
明
で
き
る
。

 

□
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
、
医
療
法
及
び
関
連
す
る
法
律
と
看
護
実
践
と
の
関
連
に
つ
い
て
説
明
で

き
る
。

 

□
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
、
国
際
化
の
中
で
の
国
際
看
護
活
動
の
意
義
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

 

□
看
護
職
の
発
展
の
方
向
性
に
つ
い
て
自
分
な
り
の
意
見
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
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看
護
実
践
能
力

 
卒
業
時
の
到
達
目
標

 
教
育
の
内
容

 
学
習
成
果

 
群

 
能
力

 

Ⅴ

 

専 門 職 者 と し て 研 鑽 し 続 け る 基 本 能 力 

19
）
生
涯
に
わ
た
り

継
続

し
て

専
門

的

能
力

を
向

上
さ

せ

る
能
力

 

 

（
１
）
日
々
の
自
己
の
看
護
を
振
り
返
り
、

自
己
の
課
題
に
取
り
組
む
重
要
性

に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

（
２
）
専
門
職
と
し
て
生
涯
に
わ
た
り
学

習
し
続
け
、
成
長
し
て
い
く
た
め

に
自
己
を
評
価
し
管
理
し
て
い
く

重
要
性
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
看
護
の
振
り
返
り

(R
ef

le
ct

io
n)
の
方
法

 

□
自
己
洞
察

 

□
役
割
モ
デ
ル
の
活
用

 

□
批
判
的
分
析
力

 

□
論
理
的
思
考

 

□
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
（
情
報
活
用
力
）

 

□
研
究
方
法
の
活
用

 

□
キ
ャ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

 

□
生
涯
学
習
と
そ
の
機
会

 

□
自
己
教
育
力

 

□
自
己
の
看
護
の
向
上
に
向
け
て
、
看
護
の
振
り
返
り
や
自
己
洞
察
の
重
要
性
に
つ
い
て
説
明
で
き

る
。

 

□
専
門
職
と
し
て
の
成
長
に
必
要
な
批
判
的
分
析
力
、
論
理
的
思
考
力
の
意
義
に
つ
い
て
説
明
で
き

る
。

 

□
看
護
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
（
情
報
活
用
力
）
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

 

□
専
門
職
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
過
程
や
生
涯
学
習
の
意
義
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
専
門
職
と
し
て
の
自
己
管
理
や
自
己
主
張
の
意
義
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
長
期
的
展
望
に
立
ち
自
己
学
習
計
画
を
も
つ
意
義
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 

□
自
己
学
習
や
自
己
教
育
力
が
専
門
職
に
は
重
要
な
要
件
で
あ
る
こ
と
を
説
明
で
き
る
。

 

□
指
導
の
下
で
自
己
評
価
及
び
他
者
評
価
を
踏
ま
え
た
自
己
の
課
題
を
見
い
だ
し
、
取
り
組
む
こ
と
が

で
き
る
。

 

20
）
看
護
専
門
職
と

し
て

の
価

値
と

専

門
性

を
発

展
さ

せ

る
能
力

 

（
１
）
看
護
専
門
職
の
専
門
性
を
発
展
さ

せ
て
い
く
重
要
性
に
つ
い
て
説
明

で
き
る
。

 

 

□
看
護
の
定
義
と
そ
の
歴
史

 

□
看
護
学
の
歴
史
と
発
展
過
程

 

□
医
療
の
歴
史

 

□
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

 

□
看
護
職
能
団
体
と
そ
の
活
用

 

□
看
護
政
策

 

□
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法

 

□
看
護
実
践
の
範
囲
・
資
格
・
法
律

 

□
看
護
実
践
と
研
究
の
連
動
と
発
展

 

 

□
科
学
の
発
展
や
社
会
の
動
向
か
ら
影
響
を
受
け
て
、
看
護
学
が
発
展
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
説
明

で
き
る
。

 

□
看
護
実
践
と
看
護
研
究
の
連
動
を
理
解
し
、
研
究
が
看
護
学
の
発
展
に
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
説
明

で
き
る
。

 

□
社
会
政
策
や
看
護
政
策
が
看
護
学
の
発
展
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

□
看
護
の
専
門
性
や
価
値
に
つ
い
て
、
自
分
な
り
の
意
見
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。

 

□
さ
ら
に
発
展
が
求
め
ら
れ
る
看
護
の
専
門
性
に
つ
い
て
、
自
分
な
り
の
意
見
を
持
つ
こ
と
が
で
き

る
。
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